
​観光専門人材育成支援事業​

​募　集　要　項​
​北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院が実施する​

​「デスティネーション・マネージャー育成プログラム」の履修を支援します！​

​　本プログラムは、地域資源の発掘から実際の誘客に至るまでの観光地域づくりの各​

​プロセスについて、専門的な知識を持ち、地域の現場においてこれらを活用するため​

​の実践的な技能を有する人材（「デスティネーション・マネージャー​​®​​」）を育成す​

​ることを目的としています。​

​　従業員を同プログラムへ応募させる意思のある​​観光関連事業者​​に対し、同プログ​

​ラムの履修許可者の受講料の一部を札幌市が支援します。​
​　（ご注意）　本事業は令和８年度予算の議決前であるため、議決結果によっては事業の内容及び予算​

​　額等について変更する場合又は事業が中止になる場合がありますので、あらかじめご承知​

​　おきください。​

​【申請期間】​

​　​​令和７年12月８日（月）～令和８年1月23日（金）​
​※　申請書類は、４ページの「提出先」に申請事業者が必ずご持参ください。​

​【申請事業者】​​※詳細はⅡ-1内定希望申請事業者の要件をご参照ください​

​　​​札幌市内に宿泊施設を営業する事業者、札幌市内の観光関連団体、札幌市内にある観光施​

​設を所有する法人格を持つ事業者、札幌市のまちづくりに貢献しているエリアマネジメント​

​団体もしくは札幌市内で営業する旅行会社またはそれらに類する団体等​

​【補助対象経費】​​※詳細はⅠ-1補助概要をご参照ください​

​　​​北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院が実施する「デスティネーション・マネー​

​ジャー育成プログラム」の受講料​

​【支援内容】​

​　受講料の補助（補助割合　3/4　上限額133,000円（1,000円未満切り捨て））​

​ほかにも、この事業への​​申請にあたっては、所定の要件を満たす必要があります​​の​

​で、必ず次ページ以降をご確認ください。​

​また、ご不明な点は、４ページの問い合わせ先までご相談ください。​

​１　補助概要　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​【目的】​

​　　観光地域づくりの各プロセスについて、専門的な知識を持ち、地域の現場においてこれ​

​らを活用するための実践的な技能を有する人材（デスティネーション・マネージャー​​®​​）の​

​育成を目的とした、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院が実施するデスティ​

​ネーション・マネージャー育成プログラム​​※​​に、従業員を応募させる意思のある観光関連​

​事業者に対し、同プログラムの履修許可者の受講料の一部を札幌市が支援します。​
​※履修資格など応募条件が定められています。事前に育成プログラムの募集要項を​​必ず​​ご覧くださ​

​い。​

​　​​https://www.imc.hokudai.ac.jp/news_other/202512/003083.html​
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​【事業の流れ】​

​事業者からいただいた内定希望申請書等をもとに、審査を経て内定事業者を決定しま​

​す。また、育成プログラムについて、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院に申​

​し込みいただきますが、同学院が行う​​書類選考に合格した場合にのみ​​、補助金を交付する​

​こととなります。​
​※　申請事業者については、Ⅱ-1内定希望申請事業者の要件をご参照ください。​

​(1)　補助対象経費​

​内定事業者からの申請に基づき、内定事業者が従業員（履修許可者）に履修させ​

​る、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院が実施するデスティネーション・​

​マネージャー育成プログラムの受講料（一部）が対象となります。​

​　　　　​

​(2)　補助限度額・件数​

​　　　​​１件あたり133,000円を上限として決定します。​

​(3)　補助金交付時期​

​　　　​​プログラム修了者に交付される履修証明書の提出後、事業者に対して補助金を​

​交付します。(令和９年４月頃の予定)​

​　​

​１　内定希望申請事業者の要件​​　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　　内定希望申請事業者は、以下の⑴～⑶をすべて満たすことを要件とします。​

​　⑴　以下の①～⑤のうちどれかを満たしていること。​

​　　​​①申請日において札幌市内で旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項の規定​

​により旅館業の許可を受けている者のうち、同法第２条第２項から第３項の規定に​

​よる「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を営む者で、今後も継続して、市内の宿​

​泊施設の営業を行う意思を有する者​

​　　​​②札幌市内の企業や観光関連事業者等を取りまとめ、３年以上の活動実績があり、事​

​務局機能を有する団体で、事業実施にあたり加盟企業等と連携をして事業を広く展​

​開させることができる組織​

​　　​​③札幌市内にある観光施設を所有する法人格を持つ者​

​　　　※なお、観光施設に次のいずれかに該当する施設は含まない。​

​　　　　イ　宗教活動を目的とした施設​

​　　　　ロ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122​

​号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特​

​殊営業を行う施設及びこれに類する施設​

​　　　　ハ　小売店、飲食店、遊興施設、遊戯場等、市民による日常的な利用がほとんど​

​を占めると考えられる施設​

​　　​​④札幌市のまちづくりに貢献しているエリアマネジメント団体​

​　　　​​⑤旅行業法（昭和27年法律第239号）第３条の規定により旅行業または旅行業者代理​

​業の登録を受けており、札幌市内に事業所を有し、かつ市内で事業を営んでいる者​

​　　　​​⑥①～⑤に類する団体等​

​　　⑵　⑴の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する者は、補助金の給付対象者​

​となることができない。​

​　　　イ　札幌市税を滞納している者​
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​　　ロ　事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員（暴力​

​団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下本項にお​

​いて「法」という。）第２条第６号の暴力団員をいう。以下同じ。）である者​

​　　ハ　暴力団（法第２条第２号の暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実​

​質的に関与していると認められる者​

​　　ニ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害​

​を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる者​

​　　ホ　事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力団又は暴​

​力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団​

​の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者​

​　　ヘ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認​

​められる者​

​　⑶　プログラムに参加する従業員を専門的な観光人材として育成する意欲があること。​

​　⑷　プログラムに参加する従業委は当該年度の４月１日時点で市内に在住する者である​

​こと。​

​２　内定希望申請書類等​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​⑴　内定希望申請書（様式１の１）​

​　⑵　札幌市税の納税証明書（指名願）の写し​

​　⑶　法人登記簿等​

​　　ア　宿泊施設の場合​

​　　　　・旅館業許可書の写し​

​　　　　・法人登記簿謄本（全部事項証明書）の写し​

​　　イ　観光団体の場合​

​　　　　・法人登記簿謄本（全部事項証明書）の写し​

​　　ウ　観光施設の場合​

​　　　　・不動産登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し​

​　　　　・法人登記簿謄本（全部事項証明書）の写し​

​　　エ　エリアマネジメント団体の場合​

​　　　　・法人登記簿謄本（全部事項証明書）の写し​

​　　オ　旅行会社の場合​

​　　　　・旅行業登録票の写し​

​　　　　・法人登記簿謄本（全部事項証明書）の写し​

​　⑷　北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院に提出予定の受講申込書の写し​

​　⑸　北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院に提出予定の履歴書の写し​

​　⑹　誓約書兼同意書（様式１の２）​

​⑺　その他、札幌市が必要と認める書類​

​※提出していただいた書類等は、補助の採択・不採択に関わらず返却できません。​

​１　審査　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​⑴　審査等の流れ​

​　　内定希望申請受理後、申請の要件を満たしているか審査を行います。なお、審査過程​

​で疑義等が生じた場合、申請事業者に確認及び回答を求めます。​
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​　　また、育成プログラムについて、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院に申​

​し込みいただきますが、同学院が行う​​書類選考に合格した場合​​にのみ補助金交付対象と​

​なりますのでご留意ください。​

​２　補助金の交付について​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​補助金は、決定事業者へ、令和９年４月頃に交付します。​

​※　申請から補助金交付までの流れは５ページをご覧ください。​
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​　​​申請から補助金交付までの主な流れ​​　　　　　　　　　　　　　　​
​　①申請手続きの流れ​

​※　　　の部分は申請事業者が行うもの​

​令​

​和​

​７　　　　　　　　　　　​​　　　​

​年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​度​

​令​

​和​

​８​

​年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​度​

​　※　上記の流れはイメージですので、案件によって変更する場合があります。​
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